
【案件】「箕面市女性活躍推進計画（案）」に係るパブリックコメントの実施につ

いて

出席者

委 員 副市長、市政統括監

担当部 副教育長（併）人権文化部長、同部担当副部長、人権施策室長、人

権施策室職員

事務局 市政統括政策推進室職員

確認事項

・パブリックコメント素案の内容について

結 論

・素案を了とし、パブリックコメントを実施すること。

質疑・意見等

Q: この計画は、いつまでに策定しなければならないのか。

A: この計画の基になっている「女性の職業生活における活躍の推進に関する

法律（女性活躍推進法）」が令和８年(２０２６年)３月３１日までの時限法

であるので、本計画の期間もそれに合わせて令和８年(２０２６年)３月３

１日までとなるため、できる限り早い時期に策定する必要がある。

Q: 今後のスケジュールは、どうなっているか。

A: ７月にパブリックコメントを実施し、市民の皆様からのご意見を踏まえ、

計画を確定させる。その後、人権施策審議会に報告した上で計画を実施す

ることになる。また、年度ごとに実施事業を評価・検証し、次年度の取り

組みに活かしていく。

以上

政策調整会議概要（６月９日開催分）

日 時 令和２年６月９日（火曜日）９時00分～９時15分

場 所 市役所本館2階 会議室


